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議第１０号 

 

 

   草津市行政手続条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市行政手続条例の一部を改正する条例 

 草津市行政手続条例（平成８年草津市条例第１９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１３条 ≪現行どおり≫ 

（聴聞の通知の方式） 

第１４条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ

き者の所在が判明しない場合においては、

第１項の規定による通知を、公示の方法に

よって行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益

処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項

第３号および第４号に掲げる事項ならびに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載

した書面をいつでもその者に交付する旨

（以下この項において「公示事項」とい

う。）を規則で定める方法により不特定多

数の者が閲覧することができる状態に置く

とともに、公示事項が記載された書面を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、また

は公示事項を当該事務所に設置した電子計

算機の映像面に表示したものの閲覧をする

ことができる状態に置く措置をとることに

よって行うものとする。この場合において

は、当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに、当該通知がその者に到達し

たものとみなす。 

 （代理人） 

第１５条 前条第１項の通知を受けた者（同

条第４項後段の規定により当該通知が到達

したものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。）は、代理人を選任するこ

とができる。 

２～４ ≪現行どおり≫ 

第１６条～第２０条 ≪現行どおり≫ 

（続行期日の指定） 

第２１条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第１３条 ≪省略≫ 

（聴聞の通知の方式） 

第１４条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべ

き者の所在が判明しない場合においては、

第１項の規定による通知を、その者の氏

名、同項第３号および第４号に掲げる事項

ならびに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲

示することによって行うことができる。こ

の場合においては、掲示を始めた日から２

週間を経過したときに、当該通知がその者

に到達したものとみなす。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代理人） 

第１５条 前条第１項の通知を受けた者（同

条第３項後段の規定により当該通知が到達

したものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。）は、代理人を選任するこ

とができる。 

２～４ ≪省略≫ 

第１６条～第２０条 ≪省略≫ 

（続行期日の指定） 

第２１条 ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 第１４条第３項および第４項の規定は、

前項本文の場合において、当事者または参

加人の所在が判明しないときにおける通知

の方法について準用する。この場合におい

て、同条第３項および第４項中「不利益処

分の名宛人となるべき者」とあるのは「当

事者または参加人」と、「当該措置を開始

した日から２週間を経過したとき」とある

のは「当該措置を開始した日から２週間を

経過したとき（同一の当事者または参加人

に対する２回目以降の通知にあっては、当

該措置を開始した日の翌日）」と読み替え

るものとする。 

第２２条～第２７条 ≪現行どおり≫ 

（聴聞に関する手続の準用） 

第２８条 第１４条第３項および第４項、第

１５条ならびに第１７条第１項および第３

項の規定は、弁明の機会の付与について準

用する。この場合において、第１４条第３

項中「第１項」とあるのは「第２７条第１

項」と、同条第４項中「第１項第３号およ

び第４号」とあるのは「第２７条第１項第

３号」と、第１５条第１項中「前条第１

項」とあるのは「第２７条第１項」と、

「同条第４項後段」とあるのは「第２８条

において準用する第１４条第４項後段」

と、第１７条第１項中「当事者および当該

不利益処分がされた場合に自己の利益を害

されることとなる参加人（以下この条およ

び第２３条第３項において「当事者等」と

いう。）」とあるのは「第２７条第１項の

通知を受けた者（第２８条において準用す

る第１４条第４項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含

む。）」と、「聴聞が終結する時」とある

のは「弁明書の提出期限」と、同条第３項

中「前２項」とあるのは「第２８条におい

て準用する第１７条第１項」と読み替える

ものとする。 

第２９条～第３８条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪省略≫ 

３ 第１４条第３項の規定は、前項本文の場合

において、当事者または参加人の所在が判明

しないときにおける通知の方法について準

用する。この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは

「当事者または参加人」と、「掲示を始めた

日から２週間を経過したとき」とあるのは

「掲示を始めた日から２週間を経過したと

き（同一の当事者または参加人に対する２回

目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の

翌日）」と読み替えるものとする。 

 

 

第２２条～第２７条 ≪省略≫ 

（聴聞に関する手続の準用） 

第２８条 第１４条第３項、第１５条ならびに 

第１７条第１項および第３項の規定は、弁明

の機会の付与について準用する。この場合に

おいて、第１４条第３項中「第１項」とある

のは「第２７条第１項」と、「同項第３号お

よび第４号」とあるのは「同項第３号」と、

第１５条第１項中「前条第１項」とあるのは

「第２７条第１項」と、「同条第３項後段」

とあるのは「第２８条において準用する第１

４条第３項後段」と、第１７条第１項中「当

事者および当該不利益処分がされた場合に

自己の利益を害されることとなる参加人（以

下この条および第２３条第３項において「当

事者等」という。）」とあるのは「第２７条

第１項の通知を受けた者（第２８条において

準用する第１４条第３項後段の規定により

当該通知が到達したものとみなされる者を

含む。）」と、「聴聞が終結する時」とある

のは「弁明書の提出期限」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「第２８条において準

用する第１７条第１項」と読み替えるものと

する。 

 

 

第２９条～第３８条 ≪省略≫ 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の第１４条第３項および第４項（これらの規定を改正後の第２１条第３項および第２

８条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする通知

について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 
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議第１１号 

 

 

   草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 草津市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例（昭和４５年草津市条例第２号）の

一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第７条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条関係） 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５８７，０００円

副議長 月額 ５１７，０００円

議員 月額 ４６６，０００円
 

第１条～第７条 ≪省略≫ 
別表（第２条関係） 

職名 議員報酬 

議長 月額 ５７１，０００円

副議長 月額 ５０３，０００円

議員 月額 ４５３，０００円
 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１２号 

 

 

   草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部を 

  改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部を 

改正する条例 

（草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１年草

津市条例第２０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第３条 ≪現行どおり≫ 

別表（第１条第１項、第２条第２項関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

教育委員会委

員 

月額 ４２，

３００円 

≪現行どおり

≫ 

選挙管理委員

会委員長 

月額 ３８，

７００円 

選挙管理委員

会委員 

月額 ３１，

５００円 

補充員で臨時

に充てられた

選挙管理委員

会委員 

日額 ６，８

００円 

公平委員会委

員 

日額 ６，８

００円 

議会の議員の

うちから選任

された監査委

員 

月額 ４８，

４００円 

農業委員会会

長 

月額 ４８，

４００円 

農業委員会副

会長 

月額 ４２，

３００円 

農業委員会委

員 

月額 ３８，

７００円 

農地利用最適

化推進委員 

月額 ３４，

１００円 

固定資産評価

審査委員会委

員 

日額 ６，８

００円 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり

≫ 

介護認定審査

会委員および 

日額 １４，

４００円 

 

  

第１条～第３条 ≪省略≫ 

別表（第１条第１項、第２条第２項関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

教育委員会委

員 

月額 ４１，

１００円 

≪省略≫ 

選挙管理委員

会委員長 

月額 ３７，

６００円 

選挙管理委員

会委員 

月額 ３０，

６００円 

補充員で臨時

に充てられた

選挙管理委員

会委員 

日額 ６，６

００円 

公平委員会委

員 

日額 ６，６

００円 

議会の議員の

うちから選任

された監査委

員 

月額 ４７，

１００円 

農業委員会会

長 

月額 ４７，

１００円 

農業委員会副

会長 

月額 ４１，

１００円 

農業委員会委

員 

月額 ３７，

６００円 

農地利用最適

化推進委員 

月額 ３３，

２００円 

固定資産評価

審査委員会委

員 

日額 ６，６

００円 

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫ 

 

介護認定審査

会委員および 

日額 １４，

０００円 
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改正後 改正前 
  

障害者総合支

援法草津市審

査会委員 

 

審理員 時間額 １

０，５００円 

付属機関の委

員その他の構

成員 

日額 ６，８

００円 

≪現行どおり

≫ 

≪現行どおり≫ 
 

   

障害者総合支

援法草津市審

査会委員 

  

審理員 時間額 １

０，２００円 

付属機関の委

員その他の構

成員 

日額 ６，６

００円 

≪省略≫ 

 
≪省略≫ 

 

（草津市長および副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 草津市長および副市長の給与等に関する条例（昭和４３年草津市条例第２６号）の一部

を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第５条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条第２項関係） 

市長 副市長 

９７４，０００円 ８２０，０００円 
 

第１条～第５条 ≪省略≫ 

別表（第２条第２項関係） 

市長 副市長 

９４７，０００円 ７９７，０００円
 

（草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和２９年草津市条例第１４号）の一

部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 

（給与の額） 

第３条 教育長の給料は、月額７５７，０００

円とする。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第４条～第５条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第２条 ≪省略≫ 

（給与の額） 

第３条 教育長の給料は、月額７３６，０００

円とする。 

２～３ ≪省略≫ 

第４条～第５条 ≪省略≫ 

（草津市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 草津市常勤監査委員の給与等に関する条例（昭和４０年草津市条例第１１号）の一部を次

の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第２条 ≪現行どおり≫ 第１条～第２条 ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

 （給与の額） 

第３条 監査委員の給料は、月額５５４，００

０円とし、就任の当日分より退職、失職また

は死亡の当日分までこれを支給する。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第４条～第５条 ≪現行どおり≫ 

（給与の額） 

第３条 監査委員の給料は、月額５３９，００

０円とし、就任の当日分より退職、失職また

は死亡の当日分までこれを支給する。 

２～３ ≪省略≫ 

第４条～第５条 ≪省略≫ 

   付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１３号 

 

 

   草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （草津市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 草津市職員の給与に関する条例（昭和４０年草津市条例第２７号）の一部を次の表のよ

うに改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条 ≪現行どおり≫ 

（給料） 

第２条 給料は、草津市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成７年草津市条例第１

号。以下「勤務時間条例」という。）第８条

第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務に

対する報酬であつて、この条例に定める給料

の調整額、管理職手当、初任給調整手当（第

一種初任給調整手当および第二種初任給調

整手当をいう。第１０条第２号および第２５

条において同じ。）、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当および特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当を含む。第１０条

および第３０条において同じ。）および退職

手当を除いたものとする。 

第３条～第１１条 ≪現行どおり≫ 

（初任給調整手当） 

第１２条 第一種初任給調整手当は、特殊な専

門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員

の補充について特別の事情があると認めら

れる職で規則で定めるものに新たに採用さ

れた職員に対して、月額２，５００円を超え

ない範囲内の額を、採用の日から５年以内の

期間、採用の日から１年を経過するごとにそ

の額を減じて支給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規 

定により第一種初任給調整手当を支給され

る職員との権衡上必要があると認められる

職員には、同項の規定に準じて第一種初任給

調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第一種初任給調整手

当を支給される職員の範囲、第一種初任給調

整手当の支給期間および支給額その他初任

第１条 ≪省略≫ 

（給料） 

第２条 給料は、草津市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成７年草津市条例第１

号。以下「勤務時間条例」という。）第８条

第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務に

対する報酬であつて、この条例に定める給料

の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶

養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単

身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、

災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当およ

び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

を含む。第１０条および第３０条において同

じ。）および退職手当を除いたものとする。 

 

 

 

第３条～第１１条 ≪省略≫ 

（初任給調整手当） 

第１２条 初任給調整手当は、特殊な専門的知

識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充

について特別の事情があると認められる職

で規則で定めるものに新たに採用された職

員に対して、月額２，５００円を超えない範

囲内の額を、採用の日から５年以内の期間、

採用の日から１年を経過するごとにその額

を減じて支給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規

定により初任給調整手当を支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員に

は、同項の規定に準じて初任給調整手当を支

給する。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当を支

給される職員の範囲、初任給調整手当の支給

期間および支給額その他初任給調整手当の
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改正後 改正前 

給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第１２条の２ 新たに採用された職員であつ

て、採用の日において、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち第５条の規定に

より当該職員の属する職務の級ならびに第

６条第１項、第２項、第４項および第５項の

規定により当該職員の受ける号給に応じた

額（定年前再任用短時間勤務職員その他の規

則で定める職員にあつては、規則で定める

額）ならびにこれに第１４条の２の規定によ

る地域手当の支給割合を乗じて得た額の合

計額（その額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）に１２を乗じ、そ

の額を勤務時間条例第２条第１項に規定す

る勤務時間に５２を乗じたものから規則で

定める時間を減じたもので除して得た額（そ

の額に５０銭未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を

生じたときはこれを１円に切り上げた額）

（次項において「特定額」という。）が、そ

の在勤する地域における民間の賃金の最低

基準を考慮して規則で定める額（次項におい

て「基準額」という。）を下回るものには、

採用の日から規則で定める日までの間、第二

種初任給調整手当を支給する。 

２ 第二種初任給調整手当の月額は、規則で定 

めるところにより基準額と特定額との差額

を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の

職員で、同項の規定により第二種初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められるものとして規則で定めるも

のには、規則の定めるところにより、前２項

の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支

給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第二種初任

給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

第１３条～第１４条の３ ≪現行どおり≫ 

 （通勤手当） 

第１５条 ≪現行どおり≫ 

２～５ ≪現行どおり≫ 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める

通勤手当にあつては、規則で定める期間）に

係る最初の月（当該月に通勤手当を支給する

ことが困難な場合として規則で定める場合

支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３条～第１４条の３ ≪省略≫ 

 （通勤手当） 

第１５条 ≪省略≫ 

２～５ ≪省略≫ 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める

通勤手当にあつては、規則で定める期間）に

係る最初の月の規則で定める日に支給する。 
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改正後 改正前 

にあつては、その翌月）の規則で定める日に

支給する。 

７～９ ≪現行どおり≫ 

第１５条の２～第２３条 ≪現行どおり≫ 

（特定の職員についての適用除外） 

第２３条の２ 第６条第１項から第８項まで、

第１２条、第１３条および第１４条の規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用し

ない。 

２ ≪現行どおり≫ 

第２４条 ≪現行どおり≫ 

 （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２５条 勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額ならびに初任給調整手当および給料

の月額に対する地域手当の月額の合計額に

１２を乗じ、その額を規則で定める数で除し

て得た額とする。 

第２６条～第２９条 ≪現行どおり≫ 

（技能労務職員の給与の種類および基準） 

第３０条 技能労務職員の給与は、給料、第二

種初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当

および退職手当とする。ただし、当該技能労

務職員が定年前再任用短時間勤務職員とし

て採用された場合にあつては、扶養手当およ

び退職手当は支給しない。 

２～３ ≪現行どおり≫ 

第３１条～第３２条 ≪現行どおり≫ 

別表第１～別表第６ ≪現行どおり≫ 

 

 

７～９ ≪省略≫ 

第１５条の２～第２３条 ≪省略≫ 

（特定の職員についての適用除外） 

第２３条の２ 第６条第１項から第８項まで

および第１２条から第１４条までの規定は、

定年前再任用短時間勤務職員には適用しな

い。 

２ ≪省略≫ 

第２４条 ≪省略≫ 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２５条 勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額およびこれに対する地域手当の月額

の合計額に１２を乗じ、その額を規則で定め

る数で除して得た額とする。 

 

第２６条～第２９条 ≪省略≫ 

（技能労務職員の給与の種類および基準） 

第３０条 技能労務職員の給与は、給料、扶養

手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊

勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉

手当、災害派遣手当および退職手当とする。

ただし、当該技能労務職員が定年前再任用短

時間勤務職員として採用された場合にあつ

ては、扶養手当、住居手当および退職手当は

支給しない。 

２～３ ≪省略≫ 

第３１条～第３２条 ≪省略≫ 

別表第１～別表第６ ≪省略≫ 

 （草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年草津市条例第２号）の一

部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第７条 ≪現行どおり≫ 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 給与条例第１２条、第１３条、第１４条、

第１４条の３および第１５条の２の規定は、

第４条の規定により任期を定めて採用され

た職員には、適用しない。 

第１条～第７条 ≪省略≫ 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

３ 給与条例第１２条から第１４条まで、第１

４条の３および第１５条の２の規定は、第４

条の規定により任期を定めて採用された職

員には、適用しない。 
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改正後 改正前 

第９条 ≪現行どおり≫ 第９条 ≪省略≫ 

（草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 草津市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例（令和元年草津市条例第３

０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条 ≪現行どおり≫ 

（給与および費用弁償の種類） 

第２条 会計年度任用職員の給与および費用

弁償は、給料（法第２２条の２第１項第１号

に掲げる職員（以下「１号職員」という。）

にあっては、これに相当する報酬をいう。以

下同じ。）、通勤手当（１号職員にあっては、

これに相当する費用弁償をいう。以下同

じ。）、第二種初任給調整手当、時間外勤務

手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、地域手

当、特殊勤務手当（１号職員にあっては、こ

れらに相当する報酬をいう。以下同じ。）、

期末手当、勤勉手当、退職手当および旅費（１

号職員にあっては、これに相当する費用弁償

をいう。以下同じ。）とする。 

第３条～第４条 ≪現行どおり≫ 

（第二種初任給調整手当） 

第４条の２ 会計年度任用職員の第二種初任

給調整手当は、２号職員にあっては常勤職員

の例により、１号職員にあっては定年前再任

用短時間勤務職員の例によるほか、規則で定

めるところにより支給する。 

第５条～第１１条の２ ≪現行どおり≫ 

 （勤務１時間当たりの給与額） 

第１２条 第１０条の規定による給与の減額

または第５条から第７条までに規定する手

当の額の計算の基礎となる勤務１時間当た

りの給与額は、給料月額、これに対する地域

手当の月額および第二種初任給調整手当の

月額の合計額に１２を乗じ、その額を規則で

定める数で除して得た額（日額により給料が

定められた１号職員にあっては、日額および

これに対する地域手当の合計額を１日につ

き定められた正規の勤務時間で除して得た

額とし、時間額により給料が定められた１号

職員にあっては、時間額およびこれに対する

地域手当の合計額とする。）とする。 

第１３条～第１５条 ≪現行どおり≫ 

第１条 ≪省略≫ 

（給与および費用弁償の種類） 

第２条 会計年度任用職員の給与および費用 

弁償は、給料（法第２２条の２第１項第１号

に掲げる職員（以下「１号職員」という。）

にあっては、これに相当する報酬をいう。以

下同じ。）、通勤手当（１号職員にあっては、

これに相当する費用弁償をいう。以下同

じ。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、地域手当、特殊勤務手当（１号

職員にあっては、これらに相当する報酬をい

う。以下同じ。）、期末手当、勤勉手当、退

職手当および旅費（１号職員にあっては、こ

れに相当する費用弁償をいう。以下同じ。）

とする。 

第３条～第４条 ≪省略≫ 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

第５条～第１１条の２ ≪省略≫ 

 （勤務１時間当たりの給与額） 

第１２条 第１０条の規定による給与の減額

または第５条から第７条までに規定する手

当の額の計算の基礎となる勤務１時間当た

りの給与額は、給料月額およびこれに対する

地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その

額を規則で定める数で除して得た額（日額に

より給料が定められた１号職員にあっては、

日額およびこれに対する地域手当の合計額

を１日につき定められた正規の勤務時間で

除して得た額とし、時間額により給料が定め

られた１号職員にあっては、時間額およびこ

れに対する地域手当の合計額とする。）とす

る。 

第１３条～第１５条 ≪省略≫ 
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改正後 改正前 

 （市長が特に必要と認める会計年度任用職員

の給与） 

第１６条 この条例の規定にかかわらず、職務

の特殊性、任用の事情等を考慮し市長が特に

必要と認める会計年度任用職員の給与につ

いては、常勤の職員との権衡等を考慮し、規

則で定めることができる。 

第１７条 ≪現行どおり≫ 

別表 ≪現行どおり≫ 

 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

第１６条 ≪省略≫ 

別表 ≪省略≫ 

 （草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

第４条 草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４３年草津市条例第２０号）

の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条 ≪現行どおり≫ 

 （給与の種類） 

第２条 ≪現行どおり≫ 

２ ≪現行どおり≫ 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手

当（第一種初任給調整手当および第二種初任

給調整手当をいう。）、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当および特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同

じ。）および退職手当とする。 

第３条～第４条 ≪現行どおり≫ 

（初任給調整手当） 

第５条 第一種初任給調整手当は、専門的知識

を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が

困難であると認められる職に新たに採用さ

れた職員に対して支給する。 

第５条の２ 第二種初任給調整手当は、新たに

採用された職員であって、採用の日におい

て、当該職員が受けるべき給料および地域手

当の額について管理者が定めるところによ

り計算した勤務１時間当たりの額が、当該地

域における最低賃金法（昭和３４年法律第１

３７号）による地域別最低賃金の額を考慮し

て管理者が定める額を下回るものに対して

支給する。 

２ 前項の規定による第二種初任給調整手当

第１条 ≪省略≫ 

 （給与の種類） 

第２条 ≪省略≫ 

２ ≪省略≫ 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手

当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手

当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派

遣手当および特定新型インフルエンザ等対

策派遣手当を含む。以下同じ。）および退職

手当とする。 

 

第３条～第４条 ≪省略≫ 

（初任給調整手当） 

第５条 初任給調整手当は、専門的知識を必要

とし、かつ、採用による欠員の補充が困難で

あると認められる職に新たに採用された職

員に対して支給する。 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



 
 

改正後 改正前 

を支給される職員との権衡上必要があると

認められるものとして管理者が定める職員

には、同項の規定に準じて、第二種初任給調

整手当を支給する。 

第６条～第１９条の２ ≪現行どおり≫ 

（会計年度任用職員についての適用除外等） 

第２０条 第４条、第５条、第６条、第６条の

３、第１２条、第１２条の２および第１４条

の２の規定は、会計年度任用職員には適用し

ない。 

２ ≪現行どおり≫ 

第２１条～第２２条 ≪現行どおり≫ 

 

 

 

 

第６条～第１９条の２ ≪省略≫ 

（会計年度任用職員についての適用除外等） 

第２０条 第４条から第６条まで、第６条の

３、第１２条、第１２条の２および第１４条

の２の規定は、会計年度任用職員には適用し

ない。 

２ ≪省略≫ 

第２１条～第２２条 ≪省略≫ 

   付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

18



 
 

 

 

 

議第１４号 

 

 

   草津市手数料条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市手数料条例の一部を改正する条例 

 草津市手数料条例（昭和５３年草津市条例第４号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１０条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条関係） 

１～２９ ≪現行どおり≫ 

３０ ≪現行どおり≫ 

(1) 母子を医療機関等に宿泊させて行うサ

ービス １日（１泊）につき１０，０００

円 

(2)～(3) ≪現行どおり≫ 

３１～３３ ≪現行どおり≫ 

３４ 在宅の６５歳以上の者で基本的生活習

慣が欠如していたり、対人関係が成立しない

等社会適応が困難なものに対し実施する生

活管理指導短期宿泊（以下この項において

「短期宿泊」という。）事業の利用手数料は、

１日当たり１人につき４９０円とする。ただ

し、次の各号に掲げる者の手数料は、当該各

号に掲げる額とする。 

(1) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年

（当該短期宿泊のあつた日の属する月が

１月から７月までの場合にあつては、前々

年）の合計所得金額が法第５９条の２第１

項の政令で定める額以上である者 １日

当たり１人につき９８０円 

(2) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年

（当該短期宿泊のあつた日の属する月が

１月から７月までの場合にあつては、前々

年）の合計所得金額が法第５９条の２第２

項の政令で定める額以上である者 １日

当たり１人につき１，４７０円 

 (3) ≪現行どおり≫ 

３５～４９ ≪現行どおり≫ 

第１条～第１０条 ≪省略≫ 

別表（第２条関係） 

１～２９ ≪省略≫ 

３０ ≪省略≫ 

(1) 母子を医療機関等に宿泊させて行うサ

ービス １日（１泊）につき６，６００円 

 

(2)～(3) ≪省略≫ 

３１～３３ ≪省略≫ 

３４ 在宅の６５歳以上の者で基本的生活習

慣が欠如していたり、対人関係が成立しない

等社会適応が困難なものに対し実施する生

活管理指導短期宿泊（以下この項において

「短期宿泊」という。）事業の利用手数料は、

１日当たり１人につき４００円とする。ただ

し、次の各号に掲げる者の手数料は、当該各

号に掲げる額とする。 

(1) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年

（当該短期宿泊のあつた日の属する月が

１月から７月までの場合にあつては、前々

年）の合計所得金額が法第５９条の２第１

項の政令で定める額以上である者 １日

当たり１人につき８００円 

 (2) 短期宿泊のあつた日の属する年の前年

（当該短期宿泊のあつた日の属する月が

１月から７月までの場合にあつては、前々

年）の合計所得金額が法第５９条の２第２

項の政令で定める額以上である者 １日

当たり１人につき１，２００円 

 (3) ≪省略≫ 

３５～４９ ≪省略≫ 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の草津市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手数料につ

いて適用し、同日前の利用に係る手数料は、なお従前の例による。 
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３ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間における改正後の草津市手数料条例別

表第３０項第１号の規定の適用については、同号中「１０，０００円」とあるのは、「８，３０

０円」とする。 

（準備行為） 

４ 改正後の草津市手数料条例別表の規定において、施行の日以後の利用に係る手数料は、同日

前においても改正後の規定の例により徴収するものとする。 
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議第１５号 

 

 

   草津市特別会計条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市特別会計条例の一部を改正する条例 

 草津市特別会計条例（昭和４８年草津市条例第１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

 （設置） 

第１条 ≪現行どおり≫ 

 (1)～(8) ≪現行どおり≫ 

 (9) 削除 

 (10)～(17) ≪現行どおり≫ 

第２条～第３条 ≪現行どおり≫ 

 （設置） 

第１条 ≪省略≫ 

 (1)～(8) ≪省略≫ 

 (9) 草津市学校給食センター特別会計 

 (10)～(17) ≪省略≫ 

第２条～第３条 ≪省略≫ 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の草津市特別会計条例の規定に基づく令和７年度草津市学校給食センター特別会計に

おいて令和８年３月３１日までに調定を行った未収入金または支出負担行為を行った未支払金

の整理については、令和８年５月３１日までの間は、なお従前の例による。 
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議第１６号 

 

 

   草津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

草津市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年草津市条例第５３号）の一部を次の表の

ように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１５条 ≪現行どおり≫ 

（災害弔慰金等認定審査会の設置） 

第１６条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金およ

び災害障害見舞金の支給に関する事項を調

査審議するため、草津市災害弔慰金等認定審

査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員６人以内で組織する。 

３ 審査会の委員は、医師、弁護士その他市長

が必要と認める者のうちから市長が委嘱す

る。 

第１７条 ≪現行どおり≫ 

第１条～第１５条 ≪省略≫ 

 

≪改正後に新設≫ 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条 ≪省略≫ 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１７号 

 

 

   草津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第５４条の３において準用する法第４６条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和

７年内閣府令第９５号。以下「府令」という。）において使用する用語の例による。 

（暴力団員等の排除） 

第３条 乳児等通園支援事業者およびその乳児等通園支援事業所の職員は、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員また

は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者であってはならない。 

（要保護児童） 

第４条 乳児等通園支援事業者およびその乳児等通園支援事業所の職員は、要保護児童(児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する要保護児童をいう。)に関

し、早期発見ならびに関係機関との円滑な連携および協力に努めなければならない。 

（その他の基準） 

第５条 前２条に定めるもののほか、法第５４条の３において準用する法第４６条第３項の規定

により条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、府令に定める基準（府令

の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

   付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１８号 

 

 

   草津市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市乳児等通園支援事業の利用料徴収に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５に規定する乳児

等通園支援事業の利用料を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 この条例の対象となる乳児等通園支援事業は、草津市が設置する保育所、幼保連携型認

定こども園、幼稚園型認定こども園、児童発達支援センターおよび地域子育て支援拠点事業を

行う場所において実施されるものとする。 

（利用料の徴収） 

第３条 市長は、乳児等通園支援事業が実施されたときは、当該乳児等通園支援事業を利用する

乳児等支援給付認定子ども（以下「認定子ども」という。）の乳児等支援給付認定保護者（以

下「認定保護者」という。）から利用料を徴収する。 

（利用料） 

第４条 利用料は、次のとおりとする。この場合において、３０分未満の利用については３０分

利用したものとみなし利用料を徴収する。 

  １時間あたり３００円 

  ３０分あたり１５０円 

（利用料の減免） 

第５条 市長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、前条の利用料を減額

し、または免除することができる。 

（利用料の納付） 

第６条 乳児等通園支援事業を利用した認定子どもの認定保護者は、利用料を指定された納期限

までに納付しなければならない。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１９号 

 

 

   草津市介護保険条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 草津市介護保険条例（平成１２年草津市条例第１０号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第２４条 ≪現行どおり≫ 
付 則 

第１条～第１４条 ≪現行どおり≫ 
 （令和７年度税制改正に伴う前年度住民税

非課税者における保険料の減免の特例） 
第１５条 市長は、令和７年度税制改正によ

り地方税法に規定する給与所得控除の最低

保障額が引き上げられたことに伴い、令和

７年度（令和６年分）の住民税が非課税と

判定された第１号被保険者または当該被保

険者の属する世帯の世帯主および全ての世

帯員について、当該控除の引上げ分の範囲

内で収入が増加した場合には、第１５条第

１項第５号の規定により、令和８年度保険

料の算定において、住民税非課税者として

判定する保険料段階を上限として、当該保

険料を減免することができる。 
２ 前項の減免を受けようとする者は、第１

５条第２項の規定にかかわらず、申請書の

提出は要しないものとする。 
３ 前２項の規定は、令和８年度に限り適用

する。 

第１条～第２４条 ≪省略≫ 
付 則 

第１条～第１４条 ≪省略≫ 
 
 

≪改正後に新設≫ 
 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第２０号 

 

 

   草津市道路占用料条例および草津市駅前広場管理条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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草津市道路占用料条例および草津市駅前広場管理条例の一部を改正する条例 

 （草津市道路占用料条例の一部改正） 

第１条 草津市道路占用料条例（昭和５９年草津市条例第１８号）の一部を次の表のように改正

する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第８条 ≪現行どおり≫ 

別表（第２条第１項関係） 

占用物件 占用料 
単位 額 

（円） 
法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一種電柱 １本につ

き１年 
９４０

第二種電柱 １，４０

０

第三種電柱 ２，００

０

第一種電話柱 ８４０

第二種電話柱 １，３０

０

第三種電話柱 １，８０

０

その他の柱類 ８４

共架電線その他

上空に設ける線

類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

８

地下に設ける電

線その他の線類 
５

路上に設ける変

圧器 
１個につ

き１年 
８２０

地下に設ける変

圧器 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

５００

変圧塔その他こ

れに類するもの

および公衆電話

所 

１個につ

き１年 
１，７０

０

郵便差出箱およ

び信書便差出箱 
７１０

広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

５，４０

０

 その他のもの 占用面積 １，７０         

第１条～第８条 ≪省略≫ 
別表（第２条第１項関係） 

占用物件 占用料 
単位 額 

（円） 
法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一種電柱 １本につ

き１年 
８００

第二種電柱 １，２０

０

第三種電柱 １，７０

０

第一種電話柱 ７１０

第二種電話柱 １，１０

０

第三種電話柱 １，６０

０

その他の柱類 ７１

共架電線その他

上空に設ける線

類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

７

地下に設ける電

線その他の線類 
４

路上に設ける変

圧器 
１個につ

き１年 
７００

地下に設ける変

圧器 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

４３０

変圧塔その他こ

れに類するもの

および公衆電話

所 

１個につ

き１年 
１，４０

０

郵便差出箱およ

び信書便差出箱 
６００

広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

４，８０

０

 その他のもの 占用面積 １，４０         
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改正後 改正前          
  １平方メ

ートルに

つき１年 

０

法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件 

外径が０．０７

メートル未満の

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

３５

外径が０．０７

メートル以上

０．１メートル

未満のもの 

５０

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル未

満のもの 

７６

外径が０．１５

メートル以上

０．２メートル

未満のもの 

１００

外径が０．２メ

ートル以上０．

３メートル未満

のもの 

１５０

外径が０．３メ

ートル以上０．

４メートル未満

のもの 

２００

外径が０．４メ

ートル以上０．

７メートル未満

のもの 

３５０

外径が０．７メ

ートル以上１メ

ートル未満のも

の 

５００

外径が１メート

ル以上のもの 
１，００

０

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と 

地下

に設

ける

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

５

その

他の

もの 

１７

                                             

         
  １平方メ

ートルに

つき１年 

０

法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件 

外径が０．０７

メートル未満の

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

３０

外径が０．０７

メートル以上

０．１メートル

未満のもの 

４３

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル未

満のもの 

６４

外径が０．１５

メートル以上

０．２メートル

未満のもの 

８６

外径が０．２メ

ートル以上０．

３メートル未満

のもの 

１３０

外径が０．３メ

ートル以上０．

４メートル未満

のもの 

１７０

外径が０．４メ

ートル以上０．

７メートル未満

のもの 

３００

外径が０．７メ

ートル以上１メ

ートル未満のも

の 

４３０

外径が１メート

ル以上のもの 
８６０

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２

条第２

項第５

号に規

定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と 

地下

に設

ける

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

４

その

他の

もの 

１４
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改正後 改正前                     
  して設

置する

導線そ

の他の

線類 

  

道路の構造

または交通

の状況を表

示する標示

柱その他の

柱類 

１本につ

き１年 

 
１，３０

０

その他

のもの 
上空

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

８４０

地下

に設

ける

もの 

５００

その他のもの １，７０

０

法第３２条第１項第４

号に掲げる施設 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，７０

０

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

地下

街お

よび

地下

室 

階数が１の

もの 
≪現行ど

おり≫ 
階数が２の

もの 
≪現行ど

おり≫ 
階数が３以

上のもの 
A に０．

００８を

乗じて得

た額 
上空に設ける通

路 
２，７０

０

地下に設ける通

路 
１，６０

０

その他のもの １，７０

０

法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる 
施設 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

５４

その他のもの 占用面積 
１平方メ

ートルに

つき１月 

５４０

道路法 看板 一時的に設 表示面積 ５４０                        

                    
  して設

置する

導線そ

の他の

線類 

  

道路の構造

または交通

の状況を表

示する標示

柱その他の

柱類 

１本につ

き１年 
１，１０

０

その他

のもの 
上空

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

７１０

地下

に設

ける

もの 

４３０

その他のもの １，４０

０

法第３２条第１項第４

号に掲げる施設 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，４０

０

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

地下

街お

よび

地下

室 

階数が１の

もの 
≪省略≫ 

階数が２の

もの 
≪省略≫ 

階数が３以

上のもの 
A に０．

００７を

乗じて得

た額 
上空に設ける通

路 
２，４０

０

地下に設ける通

路 
１，５０

０

その他のもの １，４０

０

法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる 
施設 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

４８

その他のもの 占用面積 
１平方メ

ートルに

つき１月 

４８０

道路法 看板 一時的に設 表示面積 ４８０                        
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改正後 改正前                         
施行令

（昭和

２７年

政令第

４７９

号。以

下「政

令」と

い

う。）

第７条

第１号

に掲げ

る物件 

（ア

ーチ

であ

るも

のを

除

く。

） 

けるもの １平方メ

ートルに

つき１月 
その他のも

の 
表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

５，４０

０

標識 １本につ

き１年 
１，３０

０

旗ざ

お 
祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につ

き１日 
５４

その他のも

の 
１本につ

き１月 
５４０

幕

（政

令第

７条

第４

号に

掲げ

る工

事用

施設

であ

るも

のを

除

く。

） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

５４

その他のも

の 
その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

５４０

アー

チ 
車道を横断

するもの 
１基につ

き１月 
５，４０

０

その他のも

の 
２，７０

０

政令第７条第２号に掲

げる工作物 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，７０

０

政令第７条第３号に掲

げる施設 
A に０．

０３４を

乗じて得 
た額 

政令第７条第４号に掲 
げる工事用施設および

同条第５号に掲げる工 

占用面積 
１平方メ

ートルに 

５４０

    

                        
施行令

（昭和

２７年

政令第

４７９

号。以

下「政

令」と

い

う。）

第７条

第１号

に掲げ

る物件 

（ア

ーチ

であ

るも

のを

除

く。 
） 

けるもの １平方メ

ートルに

つき１月 
その他のも

の 
表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

４，８０

０

標識 １本につ

き１年 
１，１０

０

旗ざ

お 
祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につ

き１日 
４８

その他のも

の 
１本につ

き１月 
４８０

幕

（政

令第

７条

第４

号に

掲げ

る工

事用

施設

であ

るも

のを

除

く。

） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

４８

その他のも

の 
その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

４８０

アー

チ 
車道を横断

するもの 
１基につ

き１月 
４，８０

０

その他のも

の 
２，４０

０

政令第７条第２号に掲

げる工作物 
占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，４０

０

政令第７条第３号に掲

げる施設 
A に０．

０３１を

乗じて得 
た額 

政令第７条第４号に掲 
げる工事用施設および

同条第５号に掲げる工 

占用面積 
１平方メ

ートルに 

４８０

    

36



 
 

改正後 改正前     
事用材料 つき１月 
政令第７条第６号に掲

げる仮設建築物および

同条第７号に掲げる施

設 

１７０

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上ま

たは高架の道路

の路面下（当該

路面下の地下を

除く。）に設け

るもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

A に０．

０１１を

乗じて得

た額 

上空に設けるも

の 
A に０．

０１８を

乗じて得

た額 
地下（ト

ンネルの

上の地下

を除く。）

に設ける

もの 

階数

が１

のも

の 

≪現行ど

おり≫ 

階数

が２

のも

の 

≪現行ど

おり≫ 

階数

が３

以上

のも

の 

A に０．

００８を

乗じて得

た額 

その他のもの A に０．

０２６を

乗じて得

た額 
政令第

７条第

９号に

掲げる

施設 

建築物 A に０．

０１５を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

０１１を

乗じて得

た額 
政令第

７条第 
１０号

に掲げ

る施設

および 

建築物 A に０．

０２４を 
乗じて得

た額 
その他のもの  A に０．

０１１を                   

    
事用材料 つき１月 
政令第７条第６号に掲

げる仮設建築物および

同条第７号に掲げる施

設 

１４０

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上ま

たは高架の道路

の路面下（当該

路面下の地下を

除く。）に設け

るもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

A に０．

００９を

乗じて得

た額 

上空に設けるも

の 
A に０．

０１７を

乗じて得

た額 
地下（ト

ンネルの

上の地下

を除く。）

に設ける

もの 

階数

が１

のも

の 

≪省略≫ 

階数

が２

のも

の 

≪省略≫ 

階数

が３

以上

のも

の 

A に０．

００７を

乗じて得

た額 

その他のもの A に０．

０２５を

乗じて得

た額 
政令第

７条第

９号に

掲げる

施設 

建築物 A に０．

０１２を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

００９を

乗じて得

た額 
政令第

７条第 
１０号

に掲げ

る施設

および 

建築物 A に０．

０２２を 
乗じて得

た額 
その他のもの  A に０．

００９を                   
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改正後 改正前                
自動車

駐車場 
 乗じて得

た額 
政令第

７条第

１１号

に掲げ

る応急

仮設建

築物 

トンネルの上ま

たは高架の道路

の路面下に設け

るもの 

A に０．

０１５を

乗じて得

た額 
上空に設けるも

の 
A に０．

０２４を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

０３４を

乗じて得

た額 
政令第７条第１２号に

掲げる器具 
A に０．

０２６を

乗じて得

た額 
政令第

７条第

１３号

に掲げ

る施設 

トンネルの上ま

たは高速自動車

国道もしくは自

動車専用道路

（高架のものに

限る。）の路面

下に設けるもの 

A に０．

０１５を

乗じて得

た額 

上空に設けるも

の 
A に０．

０２４を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

０３４を

乗じて得

た額 
備考 ≪現行どおり≫ 

               
自動車

駐車場 
 乗じて得

た額 
政令第

７条第

１１号

に掲げ

る応急

仮設建

築物 

トンネルの上ま

たは高架の道路

の路面下に設け

るもの 

A に０．

０１２を

乗じて得

た額 
上空に設けるも

の 
A に０．

０２２を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

０３１を

乗じて得

た額 
政令第７条第１２号に

掲げる器具 
A に０．

０２５を

乗じて得

た額 
政令第

７条第

１３号

に掲げ

る施設 

トンネルの上ま

たは高速自動車

国道もしくは自

動車専用道路

（高架のものに

限る。）の路面

下に設けるもの 

A に０．

０１２を

乗じて得

た額 

上空に設けるも

の 
A に０．

０２２を

乗じて得

た額 
その他のもの A に０．

０３１を

乗じて得

た額 
備考 ≪省略≫ 

（草津市駅前広場管理条例の一部改正） 

第２条 草津市駅前広場管理条例（昭和４４年草津市条例第１８号）の一部を次の表のように改

正する。 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

第１条～第１３条 ≪現行どおり≫ 

別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 

占用の区分 占用料

の額 
占用の期間 

                              

第１条～第１３条 ≪省略≫ 

別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 

占用の区分 占用料

の額 
占用の期間 
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改正後 改正前                     
路線

バス

（道

路運

送法

（昭

和２

６年

法律

第１

８３

号）

第３

条第

１号

イに

掲げ

る事

業と

して

運行

され

るも

のを

い

う。

） 

自動車

検査証

に記載

された

長さが

１２メ

ートル

以下の

車両 

承認（人

の乗降の

ために一

時的に停

止する目

的で利用

する場合

をいう。

以下同

じ。） 

１区画

につき

１月 

２，９

００円 

≪現行どお

り≫ 

駐車（人

の乗降の

ために継

続的かつ

独占的に

利用する

場合をい

う。以下

同じ。） 

１区画

につき

１月 

５，７

００円 

≪現行どお

り≫ 

自動車

検査証

に記載

された

長さが

１２メ

ートル

を超え

る車両

であつ

て、道

路運送

車両の

保安基

準（昭

和２６

年運輸

省令第

６７

号）第

５５条

に基づ

く認定 
を受け

た車両 

承認 １区画

につき

１月 

４，５

００円 

≪現行どお

り≫ 

駐車 １区画

につき

１月 

９，０

００円 

≪現行どお

り≫ 

    

タクシー（道

路運送法第３ 
承認 １区画

につき 

≪現行どお

り≫                                             

                         
路線

バス

（道

路運

送法

（昭

和２

６年

法律

第１

８３

号）

第３

条第

１号

イに

掲げ

る事

業と

して

運行

され

るも

のを

い

う。

） 

自動車

検査証

に記載

された

長さが

１２メ

ートル

以下の

車両 

承認（人

の乗降の

ために一

時的に停

止する目

的で利用

する場合

をいう。

以下同

じ。） 

１区画

につき

１月 

２，５

００円 

≪省略≫ 

駐車（人

の乗降の

ために継

続的かつ

独占的に

利用する

場合をい

う。以下

同じ。） 

１区画

につき

１月 

５，０

００円 

≪省略≫ 

自動車

検査証

に記載

された

長さが

１２メ

ートル

を超え

る車両

であつ

て、道

路運送

車両の

保安基

準（昭

和２６

年運輸

省令第

６７

号）第

５５条

に基づ

く認定 
を受け

た車両 

承認 １区画

につき

１月 

４，０

００円 

≪省略≫ 

駐車 １区画

につき

１月 

８，０

００円 

≪省略≫ 

    

タクシー（道

路運送法第３ 
承認 １区画

につき 
≪省略≫ 
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改正後 改正前                     
条第１号ハに

掲げる事業と

して運行され

るものをい

う。） 

 １月 
１，６

００円 

 

駐車 １区画

につき

１月 

３，１

００円 

≪現行どお

り≫ 

≪現行どおり≫ ≪現行

どおり

≫ 

≪現行どお

り≫ 
 

 

                    
条第１号ハに

掲げる事業と

して運行され

るものをい

う。） 

 １月 

１，４

００円 

 

駐車 １区画

につき

１月 

２，８

００円 

≪省略≫ 

≪省略≫ ≪省略

≫ 

 

≪省略≫ 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の草津市道路占用料条例および草津市駅前広場管理条例の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占

用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。 
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議第２２号 

 

 

   市道路線の認定につき議決を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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市道路線の認定につき議決を求めることについて 

 次のように市道路線を認定することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理番号 路線名 
起点 重要な 
終点 経過地 

７１９７ 北山田西２７号線 
草津市北山田町字坊ノ後 

 
草津市山田町字見滝口 

７１９８ 北山田西２８号線 
草津市北山田町字坊ノ後 

 
草津市山田町字長渕 

７１９９ 北山田西２９号線 
草津市北山田町字坊ノ後 

  
草津市山田町字長渕 

７２００ 北山田西３０号線 
草津市北山田町字坊ノ後 

  
草津市山田町字鉄炮口 

７４００ 山田１０号線 
草津市山田町字長渕 

  
草津市山田町字蔵王西 

８７７６ 野路南１２５号線 
草津市矢橋町字水曽呂 

  
草津市矢橋町字水曽呂 
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位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考 

7197 北山田西２７号線 認定 

7198 北山田西２８号線 認定 

7199 北山田西２９号線 認定 

7200 北山田西３０号線 認定 

7400 山田１０号線 認定 

 

7197 

7198 

7199 

7200 
7400 

調整池 

渡
海 
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位置図　縮尺　１：２５００

整理番号 路線名 備考 

8776 野路南１２５号線 認定 

 

8776 
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議第２３号 

 

 

   市道路線の廃止につき議決を求めることについて 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

   令和８年２月２６日 

 

 

 

草津市長 橋 川  渉 
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市道路線の廃止につき議決を求めることについて 

 次のように市道路線を廃止することにつき、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理番号 路線名 
起点 重要な 
終点 経過地 

１０７１ 医科大学東線 
草津市南笠町字新池 

 
草津市南笠町字新池 
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整理番号 路線名 備考 

1071 医科大学東線 廃止 

 

位置図　縮尺　１：２５００

1071 
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